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一

純

岳

山

大

?

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
ふ
事
は
、
般
に
十
八
世
紀
に
於
て
「
ル
ロ
ア
ヘ
汁
バ
イ
問
機
の
状
態
4

ど
な
ず
の
で
あ
る
O

幾
多
の
昆
織
に
鰐
れ
る

リ

1
hド
ボ
リ

i
L
一及

α
一
ヲ
ア
グ
庁
ア
タ
ヂ
ー
し
を
委
員
。

ι擬
間
不
動
の
欣
態
乞
な
す
の
宅
亦
此
の
却
と
胸
ず
る
の

ー
し
す
る
催
眠
術
研
究
舎
の
認
む
ゐ
所
で
あ
る
の
で
あ
る
。
J

で
あ
る
寸
グ
ヅ
エ
ル
マ
ヅ
〆
し
は
、
此
等
の
欣
総
を
ば
催
限

第
七
、
動
、
物

t

催

眠

一

政

態

と

稀

し

、

3
う
じ
て
催
眠

ιは
通
常
雌
印
刷
に
似
寄
っ

催
眠
仁
似
寄
っ
た
様
な
現
象
は
、
戒
る
政
見
守
的
影
響
を
一
党
状
態
で
あ
る
と
い
ラ
北
。
之
に
反
し
て
つ
ホ
イ
パ
ル
し
は
、

及
し
北
結
果
と
し
て
)
動
物
広
於
て
活
殺
生
せ
し
め
ら
れ
一
動
物
に
於
け
る
班
貨
の
睡
眠
を
仮
定
じ
、

3
ラ
し
で
之
は

る
の
で
あ
る
。
其
現
象
、
が
、
催
眠
英
弘
の
之
異
な
る
鮎
は
、
一
五
常
な
強
官
的
刺
激
を
突
然
仁
拒
絶
し
大
ι
り
ぺ
叉
は
そ
れ

o

v

，

(

 

之
れ
が
多
く
は
強
烈
な
印
象
の
結
果
と
し
て
魁
る
と
い
ふ
了
主
将
倒
し
て
背
右
向
け
じ
む
る
と
来
る
と
い
う
大
。
プ
プ
デ

事
，
で
あ
る
。
例
へ
ば
奇
人
に
し
て
、
突
然
に
成
る
動
物
を
捜

7
4
ア
i
し
は
無
運
動
の
放
態
以
恐
怖
に
よ
っ
て
・
凝
る
事
、
を

ひ

ι-P~
又
は
具
顕
を
ば
異
常
な
位
置
に
最

(ι
か
す
ふ
一
推
断
し
、
か
く
て
此
の
状
態
を
ば
強
直
放
態
と
名
け
お
。
一
わ

{

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

.R
、
、
、
h

h

な
}
h
壮
、
彼
等
以
長
…
わ
れ
短
わ
れ
凝
脱
の
紙
態
を
保
も
九
時
一
の
賀
を
い
ふ
J
・
、
「
ホ
イ
ペ
ル
じ
が
槻
察
し
セ
や
?
に
、
動

{
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
は
之
わ

A
巽
貨
の
睡
眠
に
入
る
の
で
あ
る
。
か
の
一
物
、
が
蚊
特
別
も
眼
を
問
、
吟
〆
〈
無
運
動
の
欣
般
に
立
留
ま
る

{
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

鳥
な
ど
を
縛
っ
て
偉
い
て
そ
れ
か
ら
急
に
共
の
縛
か
を
解
一
は
i

之
は
唱
は
や
現
貨
の
陣
限
l

乙
異
な
ら
な
い
v

の
十
あ
る
o

y
ぺ
か
)
叉
は
之
を
地
上
に
押
ヨ
ヘ
付
け
ゐ
が
す
る

t
、
一
敏
一

3
れ
ど
叉
他
方
わ
ら
い
ふ
と
、
突
然
に
恐
ろ
し
い
戚
情
が

分
間
以
無
戚
脱
却
に
留
ま
ら
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
之
は
第
一
後
動
ず
る
と
、
幾
多
の
鮪
に
於
て
催
眠
殊
に
会
身
強
直
統

一
仁
つ
ア
ダ
ナ
ジ
ウ
ス
]
キ
ル
バ
!
し
が
緩
見
し
)
3
3
~
態
に
似
寄
っ
允
状
態
ど
来
叶
i
d

し
む
る
事
が
出
来
ふ
の
鴨
川
あ

し
て
近
頃
仁
な
っ
，

J
-

て
は
っ
グ

-
y
Fル
マ
グ
グ
じ
の
鐙
明
し
北
る
。
此
の
如
(
で
み
る
か
ら
じ
て
、
か
の
1
キ
ル
(
!
し
が
緩
‘

、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
守
、

川
崎
。
ゅ
必
O

之
と
同
様
に
i

烏伯

Ule般
で

g
家
兎
モ
昔
、
之
見
し
一
寸
グ

y
品
ル
マ
吋
ノ
グ
し
が
鐙
明
し
た
や
う
に
、
若
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、

h

、
、
、
、

宮
特
例
ず
る
か
叉
は
之
を
異
常
な
位
鑑
に
盤
く
な
ら
ば
、

jv
五
口
人
に
し
て
烏
を
以
て
資
機
を
な
し
、

3
う
し
て
之
を

総
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し
て
卒
等
一
様
の
腕
組
%
的
印
象
i

例
ヘ
ば
販
の
前
方
に
引
難
を
駁
離
せ
し
か
、
薬
用
語
古
代
今
一
日
に
於
て
は
王
位
に

い
て
・
設
い
花
白
畿
の
線
十
一
見
詰
め
し
り
る
と
か
~
叉
は
ほ
・
野
し
て
敬
営
告
を
表
ず
る
の
訴
と
一
辺
ふ
た
を
得
診
る
な

-61

の
前
広
岡
定
3
れ
食
物
搬
を
見
詰
め
し
り
る
と
か
す
る
な
}
日
く
、
世
人
以
女
王
が
!
?
ィ
y
f
J
ル
宮
殿
に
沼
港
し
紛
ヘ
e

iklf
ば

γ
此
の
催
販
の
や
う
な
獄
総
伝
来
・
3
し
り
る
事
が
出
一
る
む
と
、
叉
は
ウ
エ
ー
ル
ス
親
王
が
ダ

I

M」
)
ー
に
札
叫
が

来
る
の
で
あ
る
O

(

終
)

4

f

一
せ
ら
れ
セ
る
乙
と
等
乞
読
ん
で
、
女
王
が
係
L

り
に
細
事
を

j
j
j
十
;
j
j
j

一
顧
慮
し
給
ふ
に
滋
?
と
批
評
す
る
哲
之
れ
諜
な
ウ
?
女
王

忘
却
益
去
し
し
ζ
t
y
J
j

一
及
ぴ
皇
太
子
の
一
泉
一
動
が
非
常
に
緊
要
な
る
意
義
を
有

曳
陣

T
沼
一
L
が
し
ァ

E

一一
ず
る
の
事
・
貨
を
指
摘
す
る
・
は
頗
る
愉
快
な
る
こ
と
な

6
0

7
、

、

込

3
3

け

U

M

河
川

1

‘

イ
ぶ
石
川
手
，

d
川

a

叉
衷
必
よ
t

り
該
制
度
を
幅
歌
ず
る
M

も
の
な
よ
リ
。
唯
現
代
よ

一
時
閥
民
は
其
配
偶
宮
失
び
寂
紫
悲
哀
選
る
方
な
を
女
よ
り
之
を
見
れ
ば
、
彼
が
該
制
度
を
溺
設
す
る
の
方
法
に
一
金
一

王
仁
川
到
し
ぐ
倣
意
b
u
表
し
食
。
し
が
時
日
の
経
過
?
と
共
に

1
9
て
は
世
人
の
批
難
右
党
か
れ
念
る
唱
の
、
如
し
と
雌
也

瓦
じ
防
防
服
の
滋
を
問
く
に
笠
れ
'
b
J
O

之
れ
閥
民
は
服
喪
引
彼
が
王
位
の
構
能
に
付
き
て
な
し
花
る
解
料
は
現
代
の
英

絡
の
悶
に
於
〈
も
寸
崎
弘
樹
民
の
利
害
を
忘
れ
才
る
の
事
閥
窓
法
上
よ
ら
見
〈
精
絡
な
る
替
の
な
る
乙
と
は
何
人
と

安
ど
知
ら
か
一
I

り
し
が
故
に
し
て
女
王
は
悲
哀
痛
惜
の
問
に
雌

g疑
は
含
る
所
な
ん
/
O

氏
は
総
理
上
よ

j

り
白
川
大
る
王
位

が
刀
宿
毛
織
拠
み
と
と
な
く
殿
然
と
し
て
誕
閥
務
ky
衡
は
せ
ら
の
必
要
伝
論
b
て
日
く
『
王
位
は
滋
訟
中
議
活
緊
要
食
堂

れ
に
み
な

b
o
加
h
v

る
事
資
は
砂
削
除
の
ロ
笈
を
，
ん
4K知
ら
ポ
涼
み
部
分
の
中
艇
な

b
、
美
償
位
は
賢
明
な
る
元
首
と
し

加
十
女
王
は
自
ら
之
を
説
明
し
締
ふ
可
営
に
非
歩
。
バ
ジ
で
凶
民
乏
し
て
一
挙
散
の
念
右
組
当
し
む
ゐ
之
、
宗
殺
に
於

4

1
4
ん
ト
ヅ
ほ
ん
は
平
穏
な
み
一
一
一
口
献
乞
以
て
女
王
に
野
ナ
ゐ
批
け
る
総
持
の
目
的
物
の
如
く
な
る
に
あ
い
一
夕
、
加
恐
怖
捌
く
芯

七
一
七

i準

信re

、.'白
ι，.、
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雑

七

日

月

八

起
せ
ら
れ
花
-
る
間
一
民
の
戚
情
は
肉
眼
を
以
て
、
之
を
見
る
I
ル
の
如
き
第
一
流
政
容
の
王
政
に
闘
す
る
論
究
の
如

ζ

と
を
得
汐
る
M

可
決
し
て
宗
滋
の
犬
れ
に
比
し
て
劣
る
乙
き
、
其
他
地
明
に
女
王
の
競
輪
を
綿
入
せ
る
諸
名
士
の
書
翰

之
な
く
九
之
が
潟
め
枇
舎
の
首
長
文
る
地
位
に
封
ず
る
一
…

4

集
の
'
測
を
、
擦
て
以
て
蛍
時
の
岡
県
相
を
.
披
究
ず
る
の
材
料

M
W
の
競
争
を
排
す
る
宅
の
な
J

グ
。
概
合
同
す
れ
ば
英
閥
憲
法
一
文
る
可
を
も
の
少
が
ら
歩
。
先
滑
ヱ
、
ド
ワ
}
ド
第
レ
七
世
の

の
微
妙
不
可
思
議
な
る
作
用
を
擁
殺
す
る
"
も
の
は
国
王
な
で
勅
命
に
よ
J

り
て
日
公
刊
せ
ら
れ
党
る
女
王
の
，
親
翰
集
の
如
を

b
も

i
o
之
れ
蚕
ウ
一
口
i
し
一
五
ふ
可
し
。
左
れ
ど
更
に
一
歩
を
一
は
瓦
に
一
向
般
の
好
材
料
な

6
?と
す
す
。
一
新
る
交
番
は
丘
窓
お

進
め
主
役
の
一
居
直
接
に
政
治
的
す
る
職
務
に
闘
す
る
読
エ
苦
闘
仁
於
け
る
闘
機
初
期
用
の
異
相
b
b
啓
示
す
る
が
矯
め
に

明
仁
一
企
I

り
し
は
バ
グ
ヱ
オ
ツ
ト
氏
自
身
が
其
誤
謬
を
容
認
一
同
滅
私
信
磁
す
可
を
も
の
に
し
て
、
普
人
は
之
に
徴
し
て
始
、

せ
る
唱
の
k
B

如
し
。
郎
も
彼
は
閣
王
の
資
際
政
治
上
の
繊
一
め
て
闘
家
統
治
の
秘
密
を
窺
知
す
る
ζ

と
を
得
る
な
九
/
刈

務
に
付
・
ぎ
て
は
英
外
側
仰
の
潟
め
に
談
ら
れ
て
]
蛍
時
の
ア
一
郎
九
五
口
人
は
之
に
よ

b
て
女
王

-m
仁
政
を
行
ん
が
匁
め
い
恥

感
者
の
所
説
佐
以
て
櫛
日
必
ず
る
芯
の
、
如
し
。
設
に
日
く
一
番
夜
勉
胤
し
紛
へ
る
苛
知
ト
ヶ
得
ふ
な
ト
り
o

バ
ジ
ヱ
・
庁
ヅ
ト

一
ー
五
日
人
は
到
底
女
王
及
び
ア
ル
バ
ト
ト
殿
下
に
濁
し
て
負
一
氏
が
図
王
の
政
治
上
の
繊
織
に
闘
し
て
説
け
る
所
は
波
線

ふ
所
の
如
何
な
る
刀
も
の
な
る
や
を
知
る
と
と
能
は
含
る
一
円
一
的
な
る
が
も
、
然
か
が
も
頗
る
鋭
利
な
る
議
論
な
か
か
、
前
述
ぜ

し
O

唯
後
世
子
孫
は
史
止
の
事
費
と
し
て
之
を
知
る
ζ

lこ
る
材
料
が
れ
公
表
せ
〉

LZれ
食
る
が
斜
め
誕
所
訪
中
正
協
を
得

を
得
ん

Lι
。
然
'
夕
、
今
や
航
仁
此
山
岡
崎
の
事
貨
を
逝
去
の
膝
一
、
花
る
も
の
頗
る
多
を
v
と
明
が
と
な
れ
1

り
。
比
ん
は
日
く
っ
英

山
ん
と
し
て
観
察
せ
ん
之
す
る
仁
必
要
な
・
る
材
料
以
綴
々
蒐
…
闘
の
如
を
立
憲
君
主
閣
に
あ
よ
り
て
は
元
首
は
一
一
一
様
の
椴
力

集
せ
ら
れ
つ
t
h

あ
る
な
ム
ワ
O

蛍
枇
仰
の
細
川
安
佐
蔽
へ
る
川
町
一
川
幕
，
4

ど
有
ナ
O

協
議
を
受
〈
る
の
椴
、
奨
廟
桃
及
び
訓
戒
桃
仰

の
域
部
・
分
は
腕
に
撤
退
せ
よ
し
つ
れ

t
b
o
グ
レ
グ
ヴ
ル
叉
は
・
+
り
之
な
ん
〆
O

彼
の
女
王
親
翰
集
を
一
覧
す
る
と
を
は
女
王

λ

ト
グ
グ
マ

l
の
備
忘
鍬
の
'
加
を
、
メ
ル
ボ
!
y
又
は

γ

、
が
之
等
の
様
利
k
主
張
し
北
る
の
例
蹴
る
多
舎
を
見
る
。

色主 e 

バ

r
γ
I
λ

ト
ン

J

卿
が
第
三
次
外
相
時
代
に
於
て
女
王
と
れ
牝
1

り
。
三
月
四
日
女
王
位
奥
KL滋
仰
を
ど

I
ル
に
怠
て
日

の
附
仁
硲
執
を
生
b
、
滋
仁
千
八
百
五
十
一
年
草
臓
の
悲
く
っ
女
王
は
サ

i
、
い
バ

l
ト
綜
結
局
闘
民
の
戚
謝
を
受

迩
仁
川
越
池
廿
し
は
交
に
卿
が
女
王
の
閥
政
に
闘
し
て
協
議
一
く
可
営
喝
の
な
る
を
般
信
ず
。
之
に
よ
J

り
て
彼
は
本
問
題
一

を
受
く
る
の
継
を
鉱
山
制
似
し
柁
る
に
基
く
け
も
の
と
す
。
一

v
h付
を
て
多
く
の
自
然
員
よ
I

り
受
け
食
る
批
難
攻
撃
・
に
耐

次
に
女
王
は
常
に
奨
蹴
桃
を
行
使
し
た
よ
り
。
彼
の
穀
物
一
ヘ
北
る
勝
抑
制
を
得
可
し
し

Iι
。
同
月
十
必
日
ア
ル
バ
l
ト

依
例
燦
止
問
題
に
関
す
る
論
争
涯
に
酎
な
る
と
さ
、
女
王
一
殿
下
が
ピ
l
ル
に
の
話
人
ツ
大
る
替
に
日
っ
予
は
非
常
な
る
喜

が
γ
!
ル
に
典
ヘ
ら
れ
、
な
る
親
紛
の
'
知
念
は
最
奇
抜
引
し
さ
一
悦
を
以
て
昨
日
卿
が
匁
コ
れ
大
ゐ
長
被
説
を
凶
器
せ
ら
。

資
例
な

6
と
す
。
ピ
}
ル
執
械
の
初
期
に
於
て
は
女
王
は
一
同
演
説
は
正
狸
に
趨
ふ
論
議
に
刻
し
て
ゆ
、
d

ヘ
決
し
て
耳
を

寧
彼
を
紙
日
ω
し
、
彼
を
以
て
「
鵬
劣
怯
慌
の
人
し
と
な
し
、
一
傾
け
才
る
が
如
を
頑
迷
の
政
擦
に
到
し
て

-g偉
大
な
ふ
殺

到
底
メ
ル
ポ
l
y
卿
の
坦
飯
、
自
然
、
怨
凶
切
な
る
恕
止
港
一
架
な
く
ん
ば
非
ホ
/
い
と
。
翌
日
女
王
は
自
ら
一
の
崎
武
闘
を

退
に
比
す
可
(
名
あ
ら
ず

ι宜
は
せ
ら
れ
な
ん
/
O

丘
れ
共
一
ピ
l
ル
に
山
県
ヘ
食
る
、
が
薬
対
中
に
は
息
一
本
岳
…
よ
-
G女
王
に

ど
i
ル
は
久
し
か
ら
ホ
ノ
し
て
女
王
及
び
王
胞
の
信
任
、
乞
尚
一
興
ヘ
大
る
私
信
を
添
ヘ
花
。
。
同
私
信
号
亦
大
工
ピ
!
ル

し
、
訟
に
彼
、
が
自
由
貿
易
の
斜
め
に
仁
容
闘
す
る
に
常
て
は
一
の
功
績
を
賞
揚
せ
る
唱
の
な
I

り
。
日
ぐ
っ
女
王
は
一
番
宏
ピ

女
王
の
奨
燭
に
よ

b
て
戚
激
奮
起
し
花
る
所
少
な
わ
ら
も
三
!
ル
に
邸
ハ
へ
て
、
大
に
彼
の
演
説
を
讃
美
ナ
る
替
の
な
る

ん
を
。
斯
〈
て
女
王
は
千
八
百
四
十
六
年
一
月
番
を
ピ
l
一
白
を
告
げ
才
る
可
わ
ら
ふ
少
し
と
。
要
す
る
に
掛
か
る
替
翰

ル
仁
蹴
ハ
ヘ
~
彼
が
薬
関
誌
を
説
服
し
て

rM己
の
政
策
を
永
一
の
'
加
を
は
女
王
が
内
側
の
政
治
上
に
閲
し
て
起
る
諸
問
題

認
せ
し
り
吋
心
仁
成
功
し
大
る
は
大
に
北
九
満
足
す
る
所
な
ゐ
一
に
付
を
て
如
何
仁
深
甚
な
る
佐
訟
を
お
ら
な
る
か
を
殺
す

ω
院
を
体
へ
ら
れ
つ
斯
く
王
宮
に
し
て
且
つ
白
日
明
な
る
政
策
ゐ
包
の
と
一
五
ふ
を
得
可
し
。
外
政
に
付
を
て
喝
亦
女
王
は

は
必
京
成
功
す
可
会
"
も
の
な
る
を
俗
信
ず
し
と
白
川
い
せ
ら
決
し
て
一
日
号
共
責
務
を
忘
却
せ
る
唱
の
に
非
歩
。
例
之
ー
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しどい

O

は
グ
リ
ミ
ヤ
戦
争
の
場
令
の
如
を
閥
品
川
娘
難
の
機
に
・
際
し
鈎
し
て
特
に
性
訟
を
喚
起
せ
ま
る
可
か
ら
な
る
唱
の
あ

b

c、
女
王
が
閥
務
大
限
等
に
山
崎
/
ヘ
)
り
れ
北
る
奨
廟
鞭
縫
は
他
な
し
べ
卿
は
政
府
の
首
長
な
る
が
故
仁
、
窓
絡
の
最
要
部

決
し
ぐ
内
政
の
場
人
ー
に
比
し
て
劣
れ
る
ば
の
£
非
安
o'
弾
一
分
を
形
成
す
る
元
首
の
大
織
を
擁
護
す
る
の
責
任
は
…
一
じ
い

終
の
供
給
叉
は
兵
拡
部
の
状
況
、
武
器
の
い
配
置
、
傷
病
者
の
一
卿
仁
あ
ト
り
之
。
パ
ー
マ
I
ス
ト
シ
卿
仁
濁
し
て
は
女
王
は

救
護
設
備
等
に
琵
v
b
迄
如
何
な
る
細
事
に
付
命
c

て
も
女
王
一
寸
奴
議
事
件
し
の
異
議
中
に
於
て
)
一
般
激
烈
な
る
謎
寅
を

は
之
宮
宥
滋

ι給
は
み
が
ノ
)
斯
績
の
諸
鮪
に
付
を
て
は
常
に
↑
加
ヘ
給
八
F
1
'
0

女
王
の
考
ふ
る
所
じ
よ
れ
ば
パ
}
マ
!
ス

際
笠
大
院
に
下
問
せ
ら
れ
食
ら
o
克
仁
女
王
は
親
翰
を
首
一
ト
y
卿
は
同
事
件
-K艇
減
ず
る
仁
川
過
ぎ
柁
る
な
よ
ツ
。
此
紡

M
m
u
ヨ

γ

ン
ラ
ッ
セ
ル
卿
に
な
ぬ
ら
て
日
く
も
っ
股
は
此
時
に
際
一
に
於
て
一
女
王
の
，
意
見
は
疑
ー
も
な
く
狂
信
な
6
9
}
O

彼
て
勝
一

し
〈
内
閣
の
詩
民
、
が
能
く
協
同
一
致
ど
保
ち
、
外
向
上

J

り
一
急
趨
官
、
の
援
兵
を
蹴
践
し
得
た
る
の
防
に
於
て
は
岡
氏
批

関
長
閑
に
意
見
の
相
違
あ
る
や
を
娩
は
る
-h
が
如
ぎ
に
と
一
卿
に
扮
し
て
よ

b
も
寧
ろ
-
女
王
仁
濁
し
て
負
ふ
防
総
仁

な
が
ら
し
り
る
は
緊
急
の
必
要
な
I

り・と胎
m
J
yし
ょ
」
J

一
大
な
t
り
と
す
ー
斯
J
1
岡
主
が
趨
蛍
の
午
1

・
捗
を
加
へ
た
る
の
一

前
越
せ
る
が
如
く
、
女
王
は
常
に
目
下
ー
を
奨
励
す
る
に
一
例
は
枚
翠
仁
出
品
あ
ら
み
y
o
悶
よ
ょ
リ
戒
場
令
仁
一
於
て
女
王
の

と
を
忘
れ
給
は
ぎ
y
り
し
も
、
初
勝
に
一
非
行
失
策
あ
れ
ば
滋
一
行
動
が
王
胞
の
勅
奨
仁
出
好
社

-ut紘
一
台
認
す
可
か
ら
合

唱
之
ど
俄
借
し
給
は
、
下
し
て
膝
松
氏
叫
資
訓
戒
せ
ら
れ
士
一
る
事
覧

r
b
j」雌

ι然
か
る
経
院
本
論
の
袈
紡

ι閥
紗
ナ

ん
J
O

千
八
百
五
十
三
年
女
王
が
ダ
}
ピ
l
卿
に
ど
興
ヘ
ら
れ
一
る
所
な
し
。
帆
設
に
は
主
配
の
外
交
的
手
腕
に
闘
し
て
一

党
る
書
翰
の
如
を
は
女
王
が
如
何
に
強
聞
に
英
大
棋
を
擁
一
の
顕
著
な
る
質
例
を
劇
中
げ
ん
。
千
八
日
仔
六
十
一
年
宣
削
仰
が

、
議
、
せ
ら
れ

d

花
る
か
を
鐙
す
る
に
足
る
も
の
な
ん
io

日
ぐ
不
起
の
病
床
仁
仰
吟
せ
ら
る
ト
仁
営
、
恰
か
唱
英
米
爾
闘

っ
肢
は
政
府
以
内
締
穏
の
必
要
な
る
欧
州
に
於
て
元
首
の
大
線
開
に
於
げ
る
Y
レ
ン
ト
問
題
紘
一
愈
紛
糾
を
宣
ね
、
錦
戦
相

を
佼
じ
大
る
を
凡
て
戦
煉
ず
0

・
:
股
は
ダ
ー
ビ
ー
卿
に
見
ゆ
る
の
期
一
湖
一
溺
と
明
治

ι・
米
れ
よ
ソ
o

輿
論
は
う
ア
イ

i
t
i
l
i
-
-
J
f
i
t
-

t

i

，.， 
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J

ア
ル
及
び
メ
I
y
y
の
抑
留
仁
よ
!
り
て
rr一
に
激
坊
の
極
に
務
大
肢
の
益
支
が
此
王
配
の
考
援
を
総
て
始
め
て
危
機
、
乞

惑
し
ぺ
雑
誌
パ
シ
チ
の
如
を
は
グ
ゴ
ン
、
一
プ
ヅ
セ
ル
卿
が
脱
す
る
乙
と
を
得
北
る
唱
の
な
る
は
何
人
司
疑
は
才
る
腕

興
論
の
異
相
を
、
看
破
し
て
、
大
統
領
り
ン
カ
i
y
に
向
ぴ
…
な
・
り
。
賞
に
図
王
は
外
交
事
務
に
闘
し
〈
は
永
外
的
宵
史

寸
彼
等
を
線
放
せ
士
、
然
ら
や
パ
札
ば
政
も
に
干
支
に
訴
ヘ
…
に
し
て
諸
般
の
事
物
及
び
殊
仁
諸
積
の
士
人
に
按
倒
し
て

e

ん

L
E渇
ん
ム
つ
h
あ
る
漫
識
を
摘
出
す
る
に
笠
れ
ん
O

ジ
一
葉
見
聞
を
旋
ひ
る
の
機
舎
を
有
す
る
の
鮪
仁
於
て
は
長
く

ヨンー、
.
7
吋
ノ
セ
ル
卿
、
が
女
王
の
裁
可
を
得
ん
が
潟
に
浴
附
一
同
一
の
官
憾
に
勤
絞
ず
る
内
側
狩
夜
叉
は
特
殊
の
外
交
事

し
北
る
品
交
号
亦
安
際
此
意
味
に
て
作
成
せ
ら
れ
北
る
も
一
務
に
の
み
紋
準
ず
る
の
外
交
官
の
北
に
非
な
る
な
ん
〆

O

の
も
と
云
ふ
。
此
時
に
常
'
り
て
王
胞
が
此
日
公
交
に
加
ヘ
文
一

3
れ
ど
閥
王
が
英
外
安
的
才
能
を
綾
部
じ
得
る
は
問
中
に

ふ
訂
E
は
-
一
方
仁
一
於
て
は
英
闘
の
主
繰
り
総
聞
な
る
?
と
一
外
交
官
常
務
に
闘
す
る
場
令
に
の
み
止
ま
ら
怠
る
な
J

り
o
女

を
議
4
傷
(
る
ト
と
な
を
と
同
時
に
、
他
方
に
於
て
は
リ
ン
一
王
の
晩
年
に
及
川
ザ
よ
下
一
時
院
は
堂
大
問
題
に
闘
し
て
衝
突

カ
l

y

に
掛
し
て
は
彼
、
が
到
底
防
御
5
9可
か
ら
合
る
地
一
せ
ん
と
す
る
乙
と
ニ
同
に
及
ぴ
じ
が
女
王
は
之
宮
避
け
し

佼
よ
f

り
返
却
せ
ん
が
斜
め
に
必
桜
不
可
倣
な
る
橋
梁
右
供
一
め
ん
が
潟
め
に
白
か
ら
之
に
干
渉
し
慾
に
成
功
せ
F
9
0

女

山
県
し
な
る
沙
も
の
な

'Z
リ
シ
カ
!
ン
は
元
潟
市
抑
制
勇
策
備
の
一
一
土
は
同
事
件
に
関
し
て
は
寧
倒
務
火
山
と
反
到
な
る
お
凡

英
才
な
る
が
放
に
隣
然
此
橋
梁

r利
し
て
退
却
し
北

b
a
…
を
有
し
、
ヤ
ル
れ
品
犬
、
然
わ
も
最
宅
股
絡
仁
立
憲
君
主
の
常
規

制
畑
く
て
紛
容
は
卒
和
的
解
決
の
端
L
L
聞
を
戦
争
拡
慾
に
践
で
ど
守
hJ
議
弘
之
を
滋
ず
る
乙
と
な
か
の
き
。
削
wも
女
王
は

止
せ
ら
れ

t
b
o
郎
も
王
配
以
内
外
の
政
務
に
付
ぎ
て
は
一
能
く
図
務
大
院
は
信
頼
す
る
と
削
除
に
政
治
的
地
位
の
資

英
闘
の
政
除
制
度
上
岡
務
大
院
が
決
し
て
有
す
る
乙
、
と
を
一
際
に
険
過
し
且
つ
応
民
院
が
多
数
を
以
て
通
過
す
る
所
の

得
、
u
る
好
機
命
日
&
有
し
、
英
経
験
に
よ
J

り
て
技
能
と
列
断
法
案
は
之
れ
選
慰
民
の
意
思
を
代
表
す
る

g
の
な
λ

り
と
の

仁
線
惑
を
生
b
、
好
仰
の
一
外
交
家

ιな
れ
る
を
以
て
、
協
定
義
シ

μ
}

費
税
し
北
る
の
み
な
ら
歩
、
殊
仁
上
下
爾
院
の
閥

' 
、4
1炉.

''! 

、
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制
剥

係
仁
川
者
服
し
一
則
者
間
に
於
け
ゐ
滋
皮
の
衝
突
わ
た
防
、
が
ん
が
岡
氏
の
意
思
を
代
表
す
可
を
地
位
に
あ
る
下
院
は
大
多

潟
に
焦
必
せ
t

り
。
之
等
の
事
貨
は
相
集
、
ゅ
よ
F

り
て
滋
仁
、
女
王
数
JZ
以
ノ
に
此
泌
山
河
釈
を
越
川
地
し
大
れ
ば
、
岩
し
下
院
の

m

d

ど
じ
で
政
府
と
上
院
に
於
け
ふ
反
封
殺

ιの
間
に
介
夜
し
散
乞
断
行
し
て
新
に
側
関
口
灼
仁
訴
ふ
る
ζ

と
あ
る
刃
可
決
し

て
調
停
者
大
る
の
地
位
に
立
忙
し
り
る
に
歪
れ
1

り
。
此
臼
て
現
在
『
乙
異
な
る
結
果
乞
阿
川
る
可
し
と
信
ヂ
可
営
波
山

的
危
以
て
女
王
の
秘
書
官
グ
レ
ー
時
軍
拡
下
の
一
虫
阿
佐
大

t

な
し
。
故
に
治
、
し
上
院
が
第
ご
讃
舎
に
於
て
本
家
を
夜

俄
正
テ
!
ト
に
胤
ハ
ヘ
、
同
時
に
本
一
潟
女
を
首
相
下
怒
れ

vhi

決
す
る
が
如
詮
乙
と
み
ら
ば
徒
仁
隔
院
の
衝
突
を
悲
組

日
ぐ
、

e

、
ず
る
の
み
な
ら
下
此
問
践
に
闘
す
る
危
険
な
る
迩
劾
を

グ
ヌ
ヅ
ド
ス
十
Y

氏
は
女
王
陛
下
が
彼
の
然
し
な
る
如
一
永
続
/
せ
し
り
る
に
淫
ら
ん
の
み
。
、

く
本
問
題
を
慈
起
す
る
の
安
に
巴
ひ
を
斜
地
A
3
Q
E
を
認
一
斯
く
て
同
法
案
以
貴
族
院
V
L

於
て
一
一
一
十
二
百
が
の
多
数
を

2

め
ら
ゐ
t
?と
同
時
に
彼
、
が
掠

b
tゐ
手
段
よ
み

d

生
J
P
J

る
一
以
て
、
第
二
総
合
ぞ
議
過
せ
1
9
0

グ
ラ
ヅ
ド
ス
ト
シ
叫
ん
は

乙
と
あ
る
可
営
危
険
な
る
結
果
に
惣
到
し
紛
び
て
大
仁
一
女
王
陛
下
の
「
賢
明
な
る
勧
告
し
が
非
常
の
数
附
加
を
表
ゼ
し
・

炭
獄
中
乞
悩
ま
せ
ら
る
L
B

乙
と
を
知
ら
ず
る
に
非
ヂ
、
(
翠
て
し
と
を
↓
水
認
し
て
之
を
戚
謝
せ
λ
ノ
、
之
れ
蛍
然
の
乙
と
な

女
王
は
本
間
期
に
付
を
て
奨
所
思
十
~
隠
蔽
せ

p
bし
が
一
一

b
tナ
。
氏
が
歎
喜
措
く
能
は
な
ム
ツ
し
は
、
其
女
王
に
米

放
な

b
)。
而
し
て
陛
下
が
此
鮪
に
付
ぎ
て
不
安
の
念
を
一
れ
る
一
書
に
於
て
明
か
な
1

り
九
日
く
、

有
せ
い
ち
る
ご
'
し
と
今
ぬ
削
除
仁
異
な
ら
安
。
左
れ
ど
陛
下
…
ロ
グ
グ

Y
ト
ス
ト

y
誠
恐
誠
飽
謎

2
Mナ
。
陛
下
の
御

は
阿
茶
が
'
既
に
賞
放
院
に
提
出
せ
ら
れ
党
る
今
日
の
欣
一
校
成
に
よ
『
り
て
緊
婆
有
益
な
る
法
案
拡
絡
に
隔
院
を
滋

s

数
仁
鍛
十
が
ら
れ
、
若
し
同
院
が
絶
樹
に
岡
弘
薬
企
一
台
決
ム
池
せ
ん
と
す
る
の
み
な
ら
歩
索
仁
も
恐
る
可
を
滋
法
上

し
食
る
が
1

却
を
乙
と
あ
ら
ば
資
に
驚
る
可
を
岡
山
水
の
大
の
衝
突
は
波
止
せ
ら
れ
ん
と
す
。
之
が
潟
め
に
測
る
可

…ゃな
t
り
と
認
め
扮
ふ
。
今
や
此
問
題
仁
関
し
て
明
白
に
わ
ら
な
る
の
困
難
ょ
ん
脱
却
す
る

E
左側
w
t・0
。
明
感

の
鴻
大
無
設
な
る
、
…
阪
は
戚
謝
と
満
足
の
微
震
ぞ
叡
問
主
は
グ
ラ
ド
ス
ト
ン
に
特
へ
で
寸
凶
務
の
進
行
に
武
献
す

に
慈
し
来
る
ロ
鮮
な
し

(
ζ
o出
ゆ
で
ど
♂
出
・

3
∞
)
る
乙
ー
と
を
得
る
は
之
れ
股
が
今
命
ル
訟
を
此
世
主
学
け
つ
ー
も

千
八
百
八
十
四
年
ー
に
試
ぬ
か
て
真
に
上
下
雨
院
の
大
衝
突
J

あ
る
唯
一
の
迎
由
な
る
し
旨
を
告
げ
ら
れ
な
1

り
。
掛
か
る
，

を
見
、
R
b
o
一
此
衝
突
喝
亦
奨
緊
要
の
皮
に
於
て
は
前
述
せ
一
緊
急
霊
大
の
論
争
に
閥
山
持
し
て
、
之
が
調
停
の
伎
に
散
る

る
場
合
に
異
な
ら
均

d
bし
が
此
場
合
に
於
て
弘
女
王
の
子
一
唱
の
は
紙
密
周
到
な
る
技
量
を
要
す
る
は
総
像
す
る
に
難

沙
は
大
に
数
巣
を
奏
し
北
J

り
を
O

此
事
件
拡
比
較
的
近
代
一
わ
ら
-
ポ
ノ
。
'
左
れ
ど
充
分
に
装
備
円
相
を
窺
知
せ
ん
と
す
る
に

の
事
費
な
る
宮
以
下
敢
て
詳
説
を
要
せ
ホ
/
O

蛍
崎
貴
族
院
…
政
事
件
の
鍛
末
を
詳
述
せ
含
る
可
か
ら
か
」
る
乙
と
な
る
が

は
議
席
問
分
の
改
正
に
闘
し
時
来
提
出
せ
ら
る
可
を
法
案
一
此
欧
州
に
付
を
て
は
モ
!
レ
卿
の
虞
瀦
体
(
ド
o
み
又
o
号
、
ω

の
俗
現
に
付
ぎ
て
務
め
保
障
を
得
る
に
非
ポ
ノ
ん
ば
郡
部
削
減
一
回
目
c
m
H
3
ぞ
。
町
民
三
川
一
色
3
0
口ゆく
o
y
…♂
M
V

・ゅ・

H
N
U
i
H
い
mv
〉

怒
椛
燐
族
法
案
を
否
決
す
可
し
と
主
張
せ
ん
。
設
に
於
て
一
及
び
サ
ト
、
ス
ダ
ヅ
ブ
オ
!
ト
、
ノ
!
ス
コ
ー
ト
が
遣
し

袋
協
は
巴
り
を
得
ま
る
乙
と
h
な
れ
よ
り
0

左
れ
ど
め
問
事
者
一
大
る
寸
血
児
堂
一
己
(HkgmH
ピ向。
o
m
p
oえ
い
同
丸
山
O
山内

V

与
0
3
5

双
方
を
し
て
握
手
せ
し
め
ん
と
す
る
に
は
H

公
平
な
る
仲
裁
亡
。
仏
三
o
ロ

ヤ

伐

と

を

参

照

す

可

し

。

¥

者
な
か
る
可
か
ら
守
ゆ
を
以
て
女
王
は
滋
仁
自
ら
居
中
湖
…
予
以
上
・
米
バ
タ
ヱ
オ
w
ノ
ト
氏
が
王
位
i
L
凶
舎
と
の
閥
係

停
の
住
に
常
ム
リ
し
な
t
り
。
斯
く
て
一
附
者
の
主
張
拡
大
仁

a

誠
一
一
に
付
を
て
述
べ
北
る
巧
誌
な
る
断
定
の
敢
て
談
に
非
含
る

歩
せ
ら
れ
て
滋
に
鴎
搬
な
る
解
決
を
止
口
十
る
乙
と
h
な
れ
一
所
以
を
説
け
t
り
。
唯
佐
滋
す
可
を
は
、
バ
氏
が
池
べ
な
る

L
リ
。
寸
女
王
の
仁
慈
賢
明
仁
し
て
且
つ
熊
賞
な
る
御
都
助
ド
…
所
は
蹴
・
仁
推
測
に
泌
ぎ
な
よ
ツ
し
も
奇
人
は
今
日
に
於
て
は

よ
ιり
て
問
題
は
容
易
に
解
決
せ
ら
れ
、
中
市
に
危
険
を
苑
る

d

明
ら
わ
に
事
費
と
し
て
之
を
知
了
す
る
乙
と
よ
γ
一
得
る
紡
な

1
3

乙
と
を
得
柁
る
を
以
て
し
グ
ラ
吋
ノ
ド
ス
ト
シ
が
女
王
に

F

り
と
す
。
訴
中
一
目
す
れ
ば
今
日
に
於
て
は
諸
積
の
材
料
蒐
集

劉
し
て
深
厚
な
る
謝
意
を
表
せ
し
は
蛍
然
な
ふ
ノ

ιす
。
女
せ
ら
れ
、
主
総
な
よ
り
と
認
め
ら
れ
大
る
書
信
は
滋
刊
せ
ら

雑

. ， 
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七
日
一
関

れ
、
一
凶
家
の
秘
密
は
開
示
せ
ら
れ
、
詑
鍬
は
秩
序
的
に
会
ば
業
側
家
会
般
に
及
ぼ
し
得
可
を
利
益
は
無
量
無
限
な
る

表
せ
ら
れ
花
る
を
以
て
、
前
時
代
に
於
け
る
一
公
絵
皐
者
が
乙
と
過
去
費
例
の
示
す
所
に
し
て
帰
京
に
於
て
唱
亦
然
ら

唯
だ
一
の
紋
説
l
f
M

し
て
主
張
す
必
ト
い
い
そ
得

-rる
仁
池
宮
♂
一
地
d

る
可
か
ら
や
C

る
乙
と
J
F
一
切
か
に
す
る
を
得
る
も
の
と
一
五

y
ら
し
鮪
に
付
を
て
も
一
札
口
人
は
磁
安
な
ふ
事
費
と
し
て
断
中
一
一
回
一
ふ
可
し
。
グ
ヲ
Y
ド
ス
ト
y
品
目
く

i

、

す
ふ
乙
と
を
得
る
な
・
0JO
殊
に
も
予
が
.
先
に
指
摘
し
北
る
が
一
凶
王
、
が
凶
務
大
将
の
行
動
に
劃
し
て
総
絵
に
加
ふ
る
勢

如
(
γ
イ
グ
ト
リ
ヤ
女
王
の
税
翰
集
は
立
憲
君
主
と
謀
関
一
カ
の
総
計
は
業
蚤
に
於
て
決
し
て
少
小
な
ら
や

/
O

此
勢

院
と
の
問
に
存
在
ナ
る
、
夜
存
在
一
せ
421ρ

可
か
ら
ぎ
る
側
一
カ
け
い
捌
務
大
肢
の
行
動
に
永
外
の
性
質
を
胤
ハ
ヘ
且
つ

係
を
明
ら
か
に
す
る
貼
に
於
て
九
}
札
口
人
仁
取
て
は
鉱
山
比
の
…
岡
山
本
の
一
蹴
利
子
}
増
進
す
る
の
数
巣
を
有
す
る
替
の
に
じ

好
材
料
に
し
て
業
債
総
は
頗
る
大
な
ふ
も
の
な
ん
】
と
す
。
一
て
一
?
?
之
が
潟
め
に
閥
王
補
捕
の
任
に
あ
る
習
の
t

、
制

凶
よ
か
此
親
翰
集
は
樹
王
の
個
人
的
意
思
が
活
動
し
得
可
…
人
的
資
務
-K軽
減
す
ゐ
唱
の
仁
非
ム
毛
布
戸
内
向
D
E
q

品
口
一
範
闘
を
精
確
に
指
示
す
み
唱
の
に
非
?
と
雌
号
、
五
日
〈
…
守
0
3
3
ω
けペ
2
2
1
4
M
Mム
N
)

は
.
・
ツ
ん
に
よ
か
て
(
一
ご
っ
立
憲
君
主
L

な
る
認
は
っ
徒
食
無
…
闘
王
が
有
す
る
直
接
勢
力
の
絶
問
は
過
去
故
十
年
の
間

潟
の
王
L

な
る
諮
I
C
忠
英
語
同
議
に
は
非
公
ゐ
乙
!ι

、
及
ぴ
一
に
於
て
披
張
せ
ら
れ
北

6
じ
ゃ
]
賂
叉
縮
少
せ
ら
れ

k
l

(
二
)
内
閣
制
皮
秘
法
し
大
厄
の
責
任
、
君
主
の
無
責
任
の
一
し
ゃ
o

此
続
開
院
恐
J

り
く
不
諜
慎
な
る
を
菟
れ
ぴ
る
可
〈

主
義
樹
立
ぜ
ら
れ
、
政
紫
紛
ら
跳
梁
を
秘
め
て
、
君
主
は
不
一
…
従
て
之
に
釣
ず
る
解
答

ι亦
徒
ら
に
推
測
叉
は
怨
談
に
渇

偏
不
認
な
る
可
動
}
今
日
に
於

J
I
L

吋
司
君
主
が
政
治
上
に
於
て
一
ぎ
w
d

る
可
し
。
此
紡
に
付
含
て
一
世
入
恐
恐
患
者
の
拙
位
は

活
動
し
得
可
を
の
綴
閣
は
常
存
在
L
、1.
成
一
実
上
級
悶
限
定

ι

貨
に
バ
陀
ん
が
グ
イ
グ
ト
1
・
ャ
時
代
の
前
半
に
闘
し
て
占
め

の
規
定
な
を
と
そ
却
て
妙
味
の
存
ず
る
所
に
し
て
1

賢
明
食
る
所
と
遭
'
奇
異
な
る
所
な
し
o

な
み
君
主
が
此
機
微
を
利
用
し
℃
大
に
前
開
削
す
る

E
あ
ら
兎
に
角
下
の
一
欧
州
は
明
瞭
仁
し
て
不
諜
慌
の
識
を
受
く

総

， 、
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ω 一

・ ω“‘;、切. . 
ー

る
乙
と
も
な
く
、
叉
何
等
の
留
保
を
潟
3
ト
ポ
ノ
し
て
断
言
す
御
宇
の
問
に
於
て
徐
々
ー
し
薄
弱
狭
除
に
趨
け
b
し
と
。
又
日

ふ
乙
と
を
得
可
し
。
印
も
閥
王
の
形
式
的
行
政
権
は
過
去
く
っ
政
治
上
の
機
関
と
し
て
君
主
は
今
や
英
の
椴
力
を
失
・

数
年
間
仁
於
て
貴
仁
鷲
ぺ
可
を
穏
搬
張
せ
ら
れ
投
与
。
法
(

J

ぴ
一
公
衆
の
鋭
意
を
悲
く
こ
と
以
前
に
比
し
て
議
わ
に
少
な

既
出
様
々
あ
f

り

ι銚
(
一
)
閥
舎
が
立
法
械
の
行
使
仁
付
を
一
し
o
:
:
:

故
に
問
主
は
現
今
に
於
て
号
英
閲
兵
の
忠
誠
必

〈
非
常
な
ふ
活
動
を
な
す
に
ぽ
干
し
』
!
り
大
る
E

o

(
二
)
岡
家
の
一
を
鼓
舞
し
又
は
政
山
川
に
灘
ず
る
彼
等
の
服
役
必
を
喚
起
す

職
務
及
び
義
務
が
著
し
を
増
加
を
な
し
捻
る

E
o
(
一一一)委

7
Qに
少
況
が
ら
W
C

る
款
果
を
有
す
と
の
思
制
加
は
附
が
し
て
持

佐
立
泌
の
傾
向
が
盆
感
な
る
乙
I
ζ

等
は
其
重
な
る
鮪
な
ら
一
絞
し
得
可
営
汁
も
の
な
h
や
一
合
や
は
問
題

ιな
れ
1
h
ノ
し
と
。

と
す
。
現
今
に
於
〈
は
隊
舎
の
俗
例
は
遁
常
躍
に
其
大
綱
一
回
よ
f

り
氏
の
設
は
グ
イ
グ
ト
リ
ヤ
女
王
の
籾
翰
集
議
決
以

を
示
ず
に
過
ぎ
み
少
し
〈
之
宮
資
際
の
場
令
に
趨
期
す
る
に
一
前
に
於
て
唱
ヘ
ら
れ
大
る
も
の
な
る
が
故
に
、
期
わ
る
隊

必
要
な
る
細
則
は
諸
積
の
行
政
官
邸
が
閥
舎
の
意
思
に
簿
一
定
を
な
し
北
る
弘
一
政
て
無
理
な
ら
ぬ
次
第
な
れ
ど
が
も
、
氏
ソ

搬
し
て
之
を
制
定
す
る
片
も
の
な
，
O
O
此
事
費
は
米
閣
の
批
一
以
読
者
に
脅
し
て
机
上
の
認
論
を
棄
て

t
h

滋
私
の
資
際
作

一
説
家
が
指
摘
せ
る
が
如
く
大
に
閥
主
の
形
式
的
行
政
桃
を
一
周
を
一
不
可
。
ん
と
と
を
希
墜
し
北
る
唱
の
な
る
が
斜
め
、
却

増
大
せ
し
め
た
る
唱
の
な
b
O
(
F
0
2
0
H
?
の
O

〈ぬ吋口
5
0
口
付
一
て
英
断
凶
王
が
政
治
上
に
有
ず
る
資
際
の
勢
力
を
滋
小
税

O

内
肘
口
紅
8
5
・
之
れ
大
仁
興
味
あ
る
研
究
問
題
な
-bi」
雌
一
ず
る
に
歪
ウ
北
t

り
と
の
批
難
は
免
が
れ
や
C

る
可
し
。

活
設
に
は
単
に
式
訪
は
五
億
な
ん
，
I

〈
一
お
ふ
に
止
め
ん
υ

閥
一
英
悶
々
王
の
政
治
上
に
於
け
る
緊
婆
の
税
皮
は
過
去
数

王
の
つ
暗
殺
勢
力
し
仁
闘
す
み
問
題
は
前
述
せ
る
所
に
比
し
一
年
間
仁
一
於
て
回
帰
し
て
減
悲
し
花
る
わ
ρ

此
問
題
に
封
ず
る

て
議
に
困
難
な
る
問
恕
な
る
が
、
此
欧
州
仁
川
付
き
て
ロ
!
ウ
一
解
答
拡
主

l

ぐ
し
て
つ
政
治
上
L

な
る
稀
の
怠
談
如
何
仁
闘
す

ぷ
ル
目
的
以
蹴
然
花
る
意
見
を
吐
露
す
る
F

と
を
慨
が
ら
ヂ
り
る
-6
の
と
す
o

若
し
此
誌
を
以
て
従
来
の
英
闘
の
お
法
等

法
o
日
(
つ
問
主
の
政
治
上
の
秘
カ
は
グ
イ
グ
ト
リ
ヤ
女
王
者
が
滋
汚
周
び
来
r
り
し
が
如
を
制
限
せ
ら
れ
投
手
滋
義
仁
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解
す
る
と
を
は
奇
人
は
恐
ら
ど
ロ

1
・
ヮ
ヱ
ル
氏
の
説
に
従
の
仁
ょ
ん
/
て
制
限
せ
ら
み
h
の
み
'
o
p
ヨ
1
ジ
I
第
五
世

ぴ
「
政
治
上
の
機
関
と
し
J
'

へ
は
閥
王
は
大
に
業
債
依
を
減
が
継
承
し
北

4

心
情
閣
は
ウ
イ
リ
ヤ
ム
第
凶
世
Y
V
/
イ
グ
ト

丘
北
b
し
と
一
五
は

s
b
k得
な
る
可
し
。
バ
マ
氾
オ
ヅ
ト
一

1
1
ャ
女
王
仁
譲
渡
し
食
ふ
所
と
は
会
く
異
な
る
も
の
あ
る

伴
内
及
び
彼
と
何
時
代
の
人
士
活
亦
自
然
此
意
義
に
於
て
一
品
or
大
観
す
れ
ば
政
治
上
に
於
け
る
霊
力
の
資
際
中
必
紡

勺
政
治
土
し
な
る
認
を
別
び
大
る
な
る
可
し
。
彼
等

ω
設
は
一
は
賂
に
幾
動
せ
ん
と
す
。
一
郎
も
英
闘
の
内
政
以
呉
湖
臥
洲

皆
γ
ン
チ
ェ
ス
タ
!
践
涙
会
感
の
時
代
に
噂
へ
ら
れ
立
る
一
関
係
と
共
に
其
範
留
一
層
明
確
と
な
よ
ツ
、
共
結
果
勢
力
次

弘
の
に
し
て
、
常
時
に
於
て
は
英
帝
倒
的
責
任
は
今
日
に
一
び
活
動
の
新
範
闘
は
英
関
統
治
者
の
前
仁
聞
か
れ
大
J
O
'
O

比
し
て
は
貨
に
云
ふ
に
足
ら
含
る
桜
軽
微
な
ιり
し
弘
然
が
一
徳
ふ
に
海
外
務
鋲
地
の
忠
誠
必
が
附
首
脳
せ
ら
る
t
B

は
一

弘
借
地
ヘ
難
を
童
荷
の
如
く
に
-
考
へ
ら
れ
、
人
は
皆
殖
民
一
の
令
議
機
関
の
カ
に
よ
る
に
あ
ら
、
下
し
て
一
の
自
然
人
'
の

地
を
以
て
徒
ら
に
本
閥
民
を
苦
じ
む
る
厄
介
者
の
如
く
に
一
力
に
よ
る
な
'O/
。
躍
に
名
稀
上
に
於
て
の
み
'
常
倒
的
な
ふ
ー

者
倣
し
、
英
閥
人
の
脳
中
仁
川
μ
今
日
の
所
制
1
常
凶
悶
結
し
一
間
合
あ
る
が
故
仁
非
歩
じ
て
み
一
英
闘
に
君
臨
し
給
ふ
閥
王

の
芯
想
の
如
き
は
総
像
に
だ
活
及
ば

S
bし
な
1

り
。
故
に
一
陛
下
あ
る
が
故
な
よ
ツ
O

蜘
川
中
一
目
す
れ
ば
王
位
以
今
や
一
個
特

彼
等
に
取
J

り
て
は
政
治
的
活
動
と
は
問
中
に
内
閣
政
紫
政
治
一
一
燃
の
意
義
に
於
て
新
思
砲
の
中
必
と
な
L
ッ
、
旗
峨
と
な

b
、

上
に
於
け
る
政
織
の
争
奪
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